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徴収共助の許容性に関する法的視点
―レベニュールールの分析を素材として―

吉村政穂＊

１．問題意識
企業活動や投資の国際的展開が進むとともに，国境を越えて稼得される所得に対する課
税の実効性を確保することが一層求められるようになってきている。実効的な課税を実現す
る手段の一つが国家間での徴収共助である。この分野での協力は，OECD多国間税務執行
共助条例（Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters）の作成・開放や
EU統合を進めるヨーロッパ諸国の取組みなど，1980年代以来，長足の進歩を遂げている。
もちろん，そのような「進展」が伴う問題点を指摘する論者も存在する。例えば，他国
租税法規により成立した租税債権を，いかなるフィルターを通じて自国での執行管轄権に
取り込むかという問題である。その背後には，たとえ共助を認める条約があったとして
も，他国課税権の行使を自国域内で認めるにあたっては一定の法的問題をクリアする必要
があるとの主張が認められる。そこで，本稿では，執行共助という仕組みについて，法的
にいかなる分析が可能かということを検討することを目的としている。さまざまな利益
（得られる税収，徴税コストなど）の衡量という国家的利益の観点とは異なる，法的な制
約が存在するのだろうか。
２．構成
このような問題意識の下，Ⅰにおいて日本の現状および指摘される問題を簡単に見た上
で，本稿は次の点について検討を行う。Ⅱで，わが国に大きな影響を与えるパートナーで
あるアメリカにおいて，どのような根拠からレベニュールール（租税債権不執行の原則）
が主張され，またその適用範囲が変化してきたかを概観・分析する。Ⅲでは，条約を通じ
た徴収共助について，アメリカはどのような姿勢で臨み，いかなる問題が指摘されてきた
かを紹介する。そして，Ⅳにおいて，わが国への一定の示唆を述べる。
３．主張
本稿において特に明らかにしたい点は，レベニュールールの内容および位置付けが，時
代により異なるものであったということである。国家機関の一つである裁判所の行動を規
律する法理にすぎないのか，より普遍的な権利・仕組みと関連して理解すべきなのかを検
討することが，租税条約を通じた徴収共助に潜む法的問題点を抽出する手掛かりとなる。
また，実際には，議論には明示されない「何か」を守るために，レベニュールールとい
う法理が利用されている可能性がある。その何かを明らかにする作業がより重要であり，
本稿ではそれを試みている。

キーワード：国際課税，徴収共助，租税手続法

要　　約

＊　横浜国立大学大学院国際社会科学研究科准教授



徴収共助の許容性に関する法的視点　―レベニュールールの分析を素材として―

－58－

Ⅰ－１．問題意識
納税者が租税を滞納した場合には，強制的手
法を用いて租税債権の満足を図る途が開かれて
いる（例えば，国税徴収法に基づく滞納処分。）。
しかしながら，このような執行管轄権の行使は
地理的限界を抱え，他国の領域内において強制
的手段を執行することはできない１）。この理は，
強制力を伴わない手段であっても同様である２）。
例えば，法的文書の送付や，他国での証拠収集
には，制約を受けることになる。
もっとも，企業活動や投資の国際的展開が進
む中で，国外において稼得される所得に対する
課税，および国内において遂行された事業・投
資活動に対する課税の実効性を確保することが
より一層求められる。この実効的な課税を実現
する手段の一つとして，それぞれの国家が相互
に協調し，お互いの税務執行に協力する方策，
すなわち国家間での執行共助が挙げられよう。
実際，1980年代以降OECD多国間税務執行共
助条約（Convention on Mutual Administrative 

Assistance in Tax Matters）の成立やEU統合を

進めるヨーロッパ諸国の取組みなど，この分野
での協力は長足の進歩を遂げている。本稿は，
その執行共助の一つである徴収共助のあり方に
焦点を絞り３），その許容性に関する法的視点を
抽出することを目的としている。このような問
題設定を行うのは，わが国にとっても多国間ま
たは二国間での徴収共助を導入・強化すること
が国際的な租税回避・脱税に対抗する有効な選
択肢の一つであることを踏まえ，議論の深化に
わずかでも貢献することができればと考えたか
らである。

Ⅰ－２．現状と指摘される問題点
国際的な徴収共助の分野における発展は目覚
ましい４）。OECDでの取組みとして成立した多
国間税務執行共助条約は，近年でもイギリス，
ドイツが相次いで署名するなど漸次参加国を拡
大している。これに加えて，OECDモデル租税
条約は，2004年以降徴収共助に関する規定（第 

27条）を置くに至っている５）。
また，やや文脈は異なるが，EUにおいては，

Ⅰ．はじめに

１）　税務強制調査のような「執行管轄権に基づく強制措置は，原則としてそれぞれの自国領域内に限りみとめら
れる。したがって，外国の領域に立ち入って執行管轄権を行使できるのは，一般国際法上の根拠があるか，司法
共助・捜査共助に関する取極めなど両国間に特別の条約がある場合，または相手国の明示・黙示の同意に基づく
場合に限られる。」とされている。山本草二『国際法（新版）』（有斐閣，補訂版，1997）240頁。

２）　See, e.g., Asif H. Qureshi, The Public International Law of Taxation Text, Cases and Materials, at 309 （Graham & 
Trotman Ltd, 1994）.

３）　国際的な徴収共助に関する包括的な検討として，森浩明「国際間の徴収共助――条約上の徴収共助条項の考
察を中心として――」税大論叢44号353頁（2004）がある。同論文は，わが国が多国間税務執行共助条約に署
名・批准するにあたり実際に必要となる問題点を幅広く検証するものとして非常に有益である。本稿は，同論文
で取り上げられた論点のごく一部に触れるに過ぎない。

４）　See United Nations, Ad Hoc Group of Experts on International Cooperation in Tax Matters, Tenth Meeting, Geneva, 
10-14 Sept. 2001, Mutual Assistance in Collection of Tax Debts, ST/SG/AC.８ /2001/L.２ .

５）　ただし，「一部の国においては，国内法，政策または執行上の考慮によって，本条で想定されるこの種の共助
が認められない，もしくは正当化されない，または例えば同様の税体系・執行体制を有する相手国，列挙される
税目にのみ共助を限定することが求められることがある。この理由のため，本条は，本条に関するコメンタリー
パラ１にて掲げられた要素を踏まえ，両国が当該他方の国によって賦課された税の徴収に援助を与えることを合
意した場合に条約に規定されるものとする。」との注記が付されている。
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単一市場の創設に向けた政策と軌を一にして，
税務執行共助の取組みが進められている６）。そ
の嚆矢として，1977年に「直接税分野におけ
る加盟国の権限ある当局による執行共助に関す
る指令（Council Directive 77/799/EEC of 19 
December 1977）」により，所得と資本に対す
る適正な課税を実現するためにあらゆる情報を
交換することが謳われた（１条）。その後1979
年に，EC自体の財源として用いられることも
考慮して，同指令は付加価値税を含むものへと
改められた７）ほか，92年に物品税８），2001年
には所得および資本に課される税ならびに保険
料９）と，順次対象を拡張していった。
そして，伝統的に徴収共助に否定的な姿勢を
とっていたアメリカ議会（上院）の姿勢も，
1995年の米加租税条約の改定にあたって（厳
格な条件を満たす特定国との間に限定されるも
のの）一般的徴収共助10）を認める方向へと転
換している面もある。
こういった状況の下で，日本の条約ポリシー
に対しても見直しを迫る（迫られることを予見
する）議論が登場している11）。それらは，共通
して外国判決の承認・執行から租税債権（に係
る判決）が排除されることを前提とした上での
制度構築（条約による対応）を求めている。し
かしながら，「見直し」の前提となる，わが国
の条約ポリシーを支えていた理念はいかなるも

のだったのだろうか。日本の租税条約における
徴収共助規定にはアメリカの条約ポリシーが大
きな影響を与えたことが指摘される12）。そこ
で，本稿は，アメリカにおけるレベニュールー
ル（外国租税債権不執行の原則）の内容紹介を
中心に，徴収共助の導入に関して提起される法
的争点を描き出すことを目標とする。
とりわけ，徴収共助に向けた国際的協力関係
の「進展」に賛成する論者によってのみ意見が
構成されているわけではない。かねてより反対
論を鋭く展開しているのが石黒教授である。例
えば石黒（2008）は，「基本的人権保障の観点
からして，日本国内でできないことが，外国か
らの共助要請があったからということでできる
ようになることは，基本的に認められないはず
だし，条約上の定めによって上位規範たる憲法
上の要請を相対化することもまた，できないは
ずである。」13）と指摘する。たしかに，条約を
締結することにより憲法上の権利保障がダウン
グレードされることは許されるべきではない
（OECD多国間税務執行共助条約第21条１項参
照）。
この点で，石黒（1991）は，徴収共助が租税
法律主義（憲法84条），とりわけその実体的側
面との緊張関係をはらむことが軽視されている
ことに警告を発する。具体的には，パピーアの
所説を紹介し，次の２点を指摘する14）。それ

６）　See Ben J.M. Terra and Peter J. Wattel, European Tax Law （Kluwer Law International, 4th ed., 2005）, Maria Am-
paro Grau Ruiz, Conventions on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters and Community Rules: How to Improve 

Their Interaction? 2006/4 EC Tax Review 196 （2006）.
７）　Council Directive 79/1070/EEC of ６ December 1979.
８）　Council Directive 92/108/EEC of 14 December 1992.
９）　Council Directive 2001/44/EC of 15 June 2001.
10）　徴収共助規定には，一方当事国が賦課した税を他方当事国において徴収するという一般的（徴収共助）規定
と，租税条約の特典を受けられない者が当該特典を利用した場合に徴収共助を行う制限的（徴収共助）規定とが
ある。本庄資編著『租税条約の理論と実務』（清文社，2008）86頁〔猪野茂執筆担当〕。

11）　例えば，對馬修「国税徴収法施行地外における滞納処分の執行について――主としてアメリカ合衆国を対象
として――」税大論叢29号90頁（1997），森・前掲注３）365頁，赤松晃「徴収法の国際的側面――徴収共助に
係るOECDモデル租税条約の進展とわが国の方向――」租税法研究33号65頁（2005）。

12）　石黒一憲「ボーダーレス・エコノミーへの法的視座（192）国際課税と牴触法（国際私法）［中⊖21］」貿易と
関税55巻６号（2007），赤松・同上53頁。

13）　石黒一憲「国境でメルトダウンする人権保障？」西村あさひ法律事務所・西村高等法務研究所編『グローバ
リゼーションの中の日本法』（商事法務，2008）504頁。
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は，（条約に基づく）徴収共助制度が共助対象
たる課税の対象および内容を相手国に白紙委任
するものと評価し得る点，および（実質再審禁
止との関係で）司法審査の保障を損なうことへ
の疑義である。
本稿はこうした批判に目配せし，執行共助と
いう仕組みについて，法的にいかなる分析が可
能かという視点を探ることを目的としてい
る15）。さまざまな利益（得られる税収，徴税コ
ストなど）の衡量という国家的利益の観点とは
異なる，法的な制約が存在するのだろうか。ま
た存在するとして，それはどのような議論とし
て構成されるのだろうか。

Ⅰ－３．検討の方針
このような問題意識の下，本稿は次の点につ
いて検討を行う。Ⅱ－１で，わが国に大きな影
響を与えるパートナーであるアメリカにおい
て，どのような根拠からレベニュールール（租
税債権不執行の原則）が主張され，またその適
用範囲が変化してきたかを概観・分析する。Ⅱ
－２では，条約を通じた徴収共助について，ア
メリカはどのような姿勢で臨み，いかなる問題
が指摘されてきたかを紹介する。そして，Ⅲに
おいて，わが国への一定の示唆を述べる。

Ⅱ．アメリカにおける議論

徴収共助（およびその他の外国公法の適用・
承認）に対するアメリカの姿勢については，
Dodge（2002）による記述が非常に簡潔であり，
かつ興味深い。本節での検討を始めるにあた
り，その記述16）に従って概要を紹介すること
は理解の一助となろう。
レベニュールールの存在にも拘らず17），アメ
リカが締結している租税条約のいくつかが一般
的徴収共助の規定を含むものであることはよく
知られている。その条約に対して議会でなされ

た議論や留保を見ることにより，現在の条約ポ
リシーが形作られた経緯を具体的に示すことが
できる。
1939年にスウェーデンとの間で締結された
条約は，他方の国の国民が負う納税義務につい
て徴収共助を行うべきことを定めていた。その
直後に締結されたフランスとの条約は，その共
助の対象を他方の国の国民のみならず第三国の
国民にまで広げるものであった。ところが，
1946年の改定によって，この米仏租税条約に

14）　石黒一憲「国際倒産と租税」ジュリスト981号80頁（1991）参照。
15）　徴収共助の実装にあたっては，①対象となる租税の範囲，②対象となる人的範囲，③当事国の義務，④納税
者の権利保障といった点に関する検討が必要である。Vitaly S. Timokhov, Collection Assistance- Enforcing Tax 

Judgements across Borders: How Collection Assistance Can Overcome Limitations of the ‘Revenue Rule’ （Part 2）, 14 J. Int＇ l 
Tax＇n 20 （Sept. 2003）.

16）　William S. Dodge, Breaking the Public Law Taboo, 43 Harv. Int＇ l L.J. 161, 202-7 （2002）.
17）　もちろん，レベニュールールの存在と徴収共助を許容する条約の存在とは，それ自体が矛盾を来すわけでは
ない。そもそも自らの同意に基づく条約において他国の主権（的権利）の自国内での実現を認めることは主権の
喪失とはならないし，かえって相互主義を要求する契機ともなる。何よりも，その他国の租税法を知悉した上で
条約を署名・批准するか否の判断を行う機会が行政府および議会に与えられるのであり，後述するレベニュー
ルールの実質的根拠に反するものとはならない。Alan R. Johnson, et al., Reciprocal Enforcement of Tax Claims 

through Tax Treaties, 33（2） Tax Law. 469, 470 （1980）.
しかし，そうでありながら，レベニュールールに「抵触」するとの言明がなお意味を持ち得ることに注意しなく
てはならない。
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おける共助規定が自国民をも含むものに改めら
れたことが産業界からの反発を招くこととなっ
た。自国の裁判所による審理なしに租税の徴収
を行うことは適正手続（due process）に違反す
るというのである18）。このような反対論を汲み
取った結果として，自国民（米国民）に対する
徴収共助には応じないとの方針が確認され19），
これは同時期に交渉が行われていたデンマー
ク，オランダとの間の条約でも踏襲された。
もっとも，対象者の範囲から自国民を排除する
ものではあったが，この段階では一般的徴収共
助の定めが置かれていたことになる。
1950年代に入ると，批判の対象は一般的徴
収共助そのものに及ぶ。その際に根拠とされた
のは，適正手続ではなく，レベニュールールの
判例であった。例えば，公聴会において，当時
米国外国貿易評議会（National Foreign Trade 

Council）の租税問題特別顧問であったMitchell 

B. Carrollによって，「英国及び米国の判例上確
立した原則に反している」との批判がなされて
いる。これに対し，レベニュールールの存在ゆ
えに条約の規定が必要である旨の応答が課税当
局からなされたようであるが，上院小委員会の
結論は，「各当事国の政府は，関係する条約に
おいて認められる減免措置が当該便益に値しな
い者によって享受されることのないことを確保
するためにのみ他方の租税を徴収することがで
きるものと理解するという条件」を付した上で
批准するというものだったのである20）21）。
この一連の議論によって，アメリカの条約政
策は定められた。例えば，その後のフランスと

の条約改定（1969年）においても一般的徴収
共助の規定は存置されたが，そのような取扱い
は，旧条約を踏まえた例外的なものであること
が強調されるに至っている22）。この姿勢が転換
されるのを見るには，1995年の米加条約の改
定を俟たなければならない。
以上が，Dodge（2002）が素描するアメリカ
の条約ポリシーの形成過程である。ここから
は，いくつかの疑問が浮かび上がってくる。そ
の第一は，議論におけるレベニュールールの用
いられ方である。判例法理としてのレベニュー
ルールが，行政府・議会の条約締結権を拘束し
得る原理として認識されていたことは，その実
質的根拠として想定されていた利益への関心を
呼び起こさせる。果たして，レベニュールール
とは一体いかなる内容・根拠を有するものなの
であろうか。
第二には，適正手続とレベニュールールとの
関係である。仮に共助の対象から自国民を除く
ロジックとして裁判所における審理が重視され
るならば，当該裁判所での実質審理を忌避する
レベニュールールの理解如何によっては，たと
え条約によったとしても徴収共助は不可能とな
る。適正手続をこのように理解することによっ
て，議論は袋小路に導かれているように感じら
れる。

Ⅱ－１．レベニュールールの成立・発展
Ⅱ－１－1．Mansfield原則
レベニュールールの成立は，18世紀の英国
にさかのぼる23）。その発端は，民事事件におい

18）　Dodge, supra note 16, at 203 note 293.
19）　しかしながら，必ずしも自国民を対象に含めることが憲法上の問題を生じると考えられていたわけではなく，
政治的な理由によるものだろう。Alan R. Johnson, Systems for Tax Enforcement Treaties: The Choice between Adminis-

trative Assessments and Court Judgments, 10（２） Harv. Int＇ l L.J. 263, 290 （1969）.
20）　S. Rep. No. 82-1, at 21 （1951）.
21）　Dodge（2002）には言及がないが，適正手続条項に基づく告知・聴聞の要求に際しての権利・特権区分論が
影響していたのであろうか。「権利」－「特権」区分論につき，さしあたり松井茂記『アメリカ憲法入門〔第６
版〕』（有斐閣，2008）277頁参照。

22）　See also Johnson, supra note 17, at 474-5.
23）　この原則に関する邦語文献として，中里実「国際租税法上の諸問題」総合研究開発機構編『多国籍企業の法
と政策』（三省堂，1986）222頁以下がある。
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て，関税法・印紙税法違反を理由として契約の
無効を主張する場面であった。例えば，いわゆ
るMansfield原則の先駆けとなったHolman v. 

Johnson, 98 Eng. Rep. 1120 （1775） では，商品
の代金支払いを求める原告に対して，被告は，
当該商品は英国の関税を逃れる目的で密輸され
たものであり，原告も不法な目的を知って密輸
に携わった以上，その契約は無効であるとの主
張を行った。このHolman事件において，Man-

s�eld卿は，「他国の財政法を認識する国はない
（［N］o country ever takes notice of the revenue 

laws of another.）」ゆえに，当該契約自体は完
全に有効であるとの判断を示したのである。フ
ランス関税を回避する目的で虚偽の航路を記載
したこと（当時はそのような記載が慣行となっ
ていた。）が詐欺（fraud）に該当するかが争わ
れたPlanche v. Fletcher, 99 Eng. Rep. 164 （1779）
でも，この主旨は繰り返し述べられている。
これら代表的な判決を見てわかるように，い
わゆるMansfield原則そのものは，他国の財政
法（違反という目的）が私法上の行為に影響を
与えないことを，しかも傍論として述べるにす
ぎない24）。また，Mansfield卿の言明には，特
段の理由付けがなされていないことも指摘され
る。
しかしながら，同時代において，他国の財政
法を執行することのないこと，および他国の
（公）法または権利を潜脱する目的が契約の有
効性に影響を与えることはないことは，近代国
家における一般的な慣行として確立しているも
のと認識されていたことは確かなようであ
る25）。

Ⅱ－１－２．アメリカにおけるレベニュールー
ルの発展

（１）　レベニュールールの理論化26）

このようなMansfield原則は，アメリカにお
いても継受されていた。例えば，フランス印紙
税の未納により，同国法においては無効とされ
るべき手形の有効性が争われたLudlow v. Van 

Rensselaer, １ Johns. 94 （N.Y. 1806）では，
「我々は他国の財政法を執行するために裁判官
席に座っているわけではない」との言明を見る
ことができる。
こうしたレベニュールールの系譜は，州外で
の徴収権行使を制限する法理としても現れ
た27）。Maryland州およびBaltimore市が，かつ
て居住者であった者に対する個人財産税に係る
租税債権の存在をMaryland州の裁判所におい
て確認し，New York州における承認・執行を
求めた事件28）では，同州裁判所は，租税（債
権）の成立は契約によるものではないことを述
べた上で，他国刑事法を裁判所において執行し
ないとの原則は税収を守るために課される他州
の制裁金徴収にも適用されること29），および
Marylandの租税法を執行することを求める礼
譲（comity）はNew York州には存在しないこ
とを確認し，当該納税者の抗弁を支持した。と
りわけ「財政法は他国において効力を持たない
というのは広く認識された原則である」（Mar-

shall v. Sherman, 148 N.Y. ９ （N.Y. 1895））との
言い回しを引用している。
この引用された前者の判決（Pelican Insur-

ance判決）により，レベニュールールと外国
刑事法についての執行禁止の原則30）が結びつ

24）　See, e.g., William J. Kovatch, Jr., Recognizing Foreign Tax Judgments: An Argument for the Revocation of the Revenue 

Rule, 22 Hous. J. Int＇ l L. 265, 274 （1999）.
25）　See Dodge, supra note 16, at 171.
26）　本節は，Brenda Mallinak, The Revenue Rule: A Common Law Doctrine for the Twenty-First Century, 16 Duke J. 

Comp. & Int'l L. 79, 83 （2006）の記述を参考としている。
27）　英国においては，Municipal Council of Sydney v. Bull, （1909） １ K.B. ７ .
28）　Maryland v. Turner, 132 N.Y.S. 173 （1911）.
29）　Citing State of Wisconsin v. Pelican Ins. Co., 127 U.S. 265 （1888）.
30）　刑事法執行の禁止も，そもそもは没収が債権の執行という形で実現されるのを防ぐためであった。William S. 

Dodge, The Public-Private Distinction in the Conflict of Laws, 18 DUKE J. COMP. & INT＇L L. 371, 389 （2008）.
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けられたことが指摘されている31）。
また，これに加え，憲法上の適正手続との関
係が問題とされた事件も存する。例えば，Col-

orado州が州内所在の資産に対する遺産税を州
外居住者に賦課するにあたり，州内での手続を
完了した上でNew York州裁判所による執行を
求めたHarbeck事件32）では，管轄権の範囲を
超えて課税権を行使し，徴収可能な租税債権を
成立させ得ない場合には，自州のみならず，他
州の助力を得ることもできないとの判示がなさ
れた。その引用された判例33）を手がかりとす
れば，管轄権を有しない裁判所による審理に
よっては適正手続を満たさないとの考えを裏付
けとするように思われる34）。
いずれにせよ，これらの考え方には，他国の
公法的規制から（自国民の）私権を守るという
視点において共通することが認められる。しか
しながら，アメリカにおけるレベニュールール
の理解に大きな影響を与えるのは，こうした先
例の積み重ねによる議論の深化ではなく，
Hand判事による理論化の試みであった35）。特
に，民事事件において他国の財政法や刑事法の
存在を無視するという役割を担っていたレベ
ニュールールが，他（国）の租税債権徴収のた
めに裁判所を利用することを妨げる法理として
拡張されたこと36）を説明するには，何らかの
理論的基礎を用意することが求められたのであ
る。
やや長くなるが，Moore事件37）における

Hand判事の論旨を引用する38）。
：当該州自身の「定着した公序」に反する

ならば，通常の債務であったとしても，裁
判所は他州において成立した債務の認識を
しない。そのため債務の内容の吟味は必ず
留保されているし，当該州の政策に合致し
ないと判断される可能性は存している。そ
して，その問題が私人間で生じた場合には
厄介なことではないが，他州と自州市民と
の間，あるいは自州に一時的に滞在するに
すぎない者との関係に触れる場合には異
なった様相を呈する。他州の公的命令に係
る規定に判断を下すことは裁判所の権限を
超える，あるいは超えることになろう。な
ぜなら，それは国家相互の関係に関するも
のであり，かかる関係を処理することを裁
判所は能くせず，他の機関がその任を与え
られているからである。そんなことをすれ
ば，同胞をひどく当惑させる結果をもたら
すかもしれない。財政法にも同様のことが
あてはまる。財政法が州の存立にとって重
要なことは，刑事法の場合と変わりがない
からである。およそ裁判所は，それらの法
が適切か否かの判断をすることなしに遂行
し得ない審尋であれば，これを行うべきで
はない。

ここで重視されているのは，権力分立の視点
である。「大統領は，上院の助言と承認を得て，
条約を締結する権限を有する。」（アメリカ合衆
国憲法第２条第２節第２項第１文）39）と規定さ
れていることから，他国の刑事法・財政法を評
価する役割を期待されているのは，まずは行政
府・議会だとの理解を前提に，裁判所が他国の

31）　Dodge, supra note 16, at 172.
32）　State of Colorado v. Harbeck, 133 N.E. 357 （N.Y. 1921）.
33）　See, e.g., Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714, 733 （1878）.
34）　ただし，ただし，管轄権を有する裁判所において審理がなされている場合に，その租税債権を承認・執行し
ないことの根拠とはならない点に注意が必要である。

35）　See, e.g., Dodge, supra note 16, at 173, Mallinak, supra note 26, at 86.
36）　Todd Lowther, Pasquantino v. United States: The Supreme Court’s Misstep in Prosecuting International Tax Fraud under 

the Wire Fraud Statute ? A Bruise and a Band-Aid, ７ Hous. Bus. & Tax. L.J. 332, 108-9 （2007）.
37）　Moore v. Mitchell, 30 F.2d 600 （2d Cir. 1929）.
38）　Id., at 604.
39）　本稿におけるアメリカ合衆国憲法の邦訳については，松井・前掲注21を参照した。
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刑事法・財政法の適切さを審査するに至る可能
性は控えるべきとしている。
当該結論自体は，他州の司法手続に対して

「十全な信頼と信用（full faith and credit）」（同
憲法第４条第１節）40）を求める最高裁判決41）に
より覆されることとなるが，ロジックそのもの
は，レベニュールールの実質的根拠として大き
な影響を与えることとなった。
ここにおいて，レベニュールールの建前は，
私権の保護から，他国主権に対する配慮へと転
換を迎えたと評価できる。ただし，実際に外国
租税債権（に係る判決）の承認・執行に関する
問題が裁判所に持ち込まれるのは，20世紀後
半に入ってのことである。そのため，司法を通
じた徴収共助の可能性はなお開かれた問題で
あった。

（２）　司法を通じた徴収共助の可能性
A　直接的な徴収共助

British Columbia州において伐採事業を行っ
ていた米国居住者が伐採税を納付していないこ
とを理由として，同州は同州最高裁判所に賦課
処分の登録を行った上で，その承認・執行を求
めてアメリカの裁判所に訴訟を提起した42）。同
州の法律によれば，この登録には判決と同じ効
果が認められていた。
この訴訟について裁判所は，礼譲によって一
般的に外国判決の承認・執行を認めているアメ
リカにおいても，レベニュールールによって租
税債権は例外とされること，また租税債権につ
いては相互主義が重要であり，同州との間では
それを満たしていないことを理由として挙げて
いる。また，レベニュールールのあり方につい
ては，Moore事件におけるHand判事の論旨を
引用した上で，行政府・議会の判断，すなわち

租税条約による修正の可能性があったにも拘ら
ず条約中に徴収共助を認める規定が存在しない
事実も，レベニュールールがなお維持されてい
ることを主張する一助とされた。その結果，
「レベニュールールは何世紀も我々とともにあ
り，法体系にしっかり埋め込まれている。堅固
な根拠がその導入当初に存在したし，現在も失
われていない。もしルールを変更することが
あったとしても，それは政治部門によることが
望ましい」と結論付けた。
こうして，外国租税債権にレベニュールール
が適用されることが改めて確認され，判決の承
認・執行という手続を通じて外国租税債権の実
現が図られる可能性は否定された。しかしなが
ら，レベニュールールの内容として，およそ裁
判所において外国租税法をまったく認識しない
ことを求めるわけではない。その外延を明らか
にするため，さらにいくつかの裁判例を見る必
要がある。
B　間接的な徴収共助
外国租税債権に係る（外国）判決の承認・執
行を求めることは許されないことを前提に，実
質的に外国租税債権の実現・保護に向けた訴訟
がアメリカ法に基づいて提起される事例が存在
した43）。その請求の根拠がアメリカ法にあれ
ば，外国租税法の適否を審査することを回避す
るというレベニュールールの射程は及ばないこ
とにもなりそうである。
例えば，カナダの煙草税を逃れるため組織的
に密輸が行われた事件に対して，アメリカ国内
で刑事・民事ともに訴訟が提起されたものの，
刑事事件において控訴裁判所の結論は分かれた
ことが指摘される44）。すなわち，カナダ税収を
詐取する目的での州際通信の利用として，連邦
通信詐欺違反で起訴された複数の事件におい

40）　他州の行為に対する十全な信頼と信用を各州に義務付けることによって，単一国家の統合された一部（inte-
gral parts of a single nation）となることが期待されている。

41）　Milwaukee County v. M. E. White Co., 296 U.S. 268 （1935）.
42）　British Columbia v. Gilbertson, 597 F.2d 1161 （9th Cir. 1979）.
43）　Dodge, supra note 16, at 176-180.
44）　Id., at 177.
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て，United States v. Boots45）は「機能として，
カナダ関税法の刑事訴追を行うに実質的に等し
い」と述べて有罪判決を覆したのに対して，
United States v. Trapilo46）では通信詐欺罪がもっ
ぱら仕組み（scheme or arti�ce）に注目したも
のである（詐欺の成功は要件としていない）こ
とから，「カナダ財政法の有効性を審理する義
務はなく，レベニュールールが当然関係すると
いうわけではない。」と判じたのである。
このように判断が分かれていた状況で生じた
のが，2005年のPasquantino事件47）である。同
事件では，カナダの物品税を逃れることを目的
として，電話でアルコール飲料を注文した上
で，当該飲料の数量をごまかしてカナダ税関を
通過した。そこで，カナダ物品税を免れるため
に州際通信を用いたことが通信詐欺法違反に該
当するか否かを判断するにあたって，レベ
ニュールールとの関係が争われたのである。
連邦最高裁は，結論を導く前提として，免脱
された物品税収に対する権利は「財産（proper-

ty）」たり得ることを確認し，通信詐欺罪の構
成要件に該当することを認める。その上で，レ
ベニュールールとの関係については，当該犯罪
が立法された1952年時点の概念を参照すべき
ことを述べ，レベニュールールは「外国の租税
債権の徴収を禁ずる点にその核心がある」と整
理する。たしかに当初のレベニュールールは，
当時の高関税によって生じていた通商活動への
障壁を軽減することが動機となっていたが，そ
の後は刑事法とのアナロジーによって説明され
てきたことを指摘し，立法時点においてどのよ
うな内容を有していたかに重点を置いて議論を
進めている。すなわち，（レベニュールールが

定立された19世紀とは異なり）財政法の間接
的執行を禁ずる側面は，1952年時点では，す
でに確たるものではなくなっていた（unsettled）
ことを指摘するものである。
加えて，レベニュールールの実質的根拠との
関係からも本件の検討が行われている。第一
に，外国主権に関する政策を司法部門が扱う点
への配慮については，議会によって定められた
法に基づいて行政府が訴追の判断を下した以
上，裁判所が外交政策に不当に干渉するもので
はないとした。第二に，外国租税法に関して判
断を行う裁判所の能力への疑念については，あ
くまで連邦刑事訴訟規則において外国法を考慮
することが前提とされていることから問題がな
いと応答している48）。
以上，最高裁は，レベニュールールの1952
年当時の内容として外国租税債権の徴収禁止と
いう中核を除く外延部分は曖昧であること，そ
して，外国租税の徴収を目的とするものではな
く，アメリカ国内での犯罪を罰することを目的
とする審理はレベニュールールに反しないこと
を明らかにしたといえる。
これらは，刑事事件において他国財政法を考
慮することの可否が争われた事件だが，外国政
府が当事者となって民事RICO（Racketeer In-

�uenced Corrupt Organization）法に基づく損害
賠償を求めた民事事件も存する49）。控訴裁判所
は，レベニュールールの存続という節を設け，
その根拠について詳細な検討を行っているた
め，ここで取り上げて検討したい。
裁判所が挙げる根拠は，主権の尊重，司法府
の役割・能力，そして権力分立である。主権の
尊重という根拠については，課税の有無・税率

45）　80 F.3d 580 （1st Cir. 1996）.
46）　130 F.3d 547 （2d Cir. 1997）.
47）　Pasquantino v. United States, 544 U.S. 349 （2005）. 邦語文献として，渡邊卓也「密輸による税の免脱と連邦通信
詐欺法の適用――Pasquantino v. United States, 544 U.S. 349 （2005）」比較法学40巻３号167頁（2007）。

48）　この点につき，他国の判断を先取りすることはレベニュールールに違反し，カナダが免脱された租税債権を
確定するのを待って判決を下すべきだったとする論者もいる。Lowther, supra note 36, at 115. 翻って考えるなら
ば，本件判決は，国内法によって許容されている場合には，自ら外国法の解釈適用を行うことも認められるとい
う立場を採用してることになろうか。

49）　Attorney General of Canada v. R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., 268 F.3d 103. （2d Cir. 2001）.
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の設定が当該国の政策判断の結果たり得ること
を認めながらも，必ずしもすべての局面を説明
する原理ではないと結論付けている。第二に，
司法府の役割・能力に関しては，国際関係につ
いて政治部門の優位性を認めた上で，条約ポリ
シーとして徴収共助には伝統的に消極的な姿勢
をとっていたことを指摘し，レベニュールール
により司法府が外国租税債権の実現を差し控え
ることはこのような政策と整合的だと判断して
いる。
また，レベニュールールに対する批判に言及
している点も，本判決の特色である。例えば，
道徳や商業活動に対して不適切なインセンティ
ヴを与えてしまうこと，刑事法とのアナロジー
への批判などが触れられている。さらに，レベ
ニュールールが外国国家によるその領域内での
行為について審査を行わないとする国家行為理
論（act-of-state doctrine）50）と同様の憲法的構
造を持ちながら51），一方はその存在を無視し，
他方はその有効性を前提にするという点で矛盾
がある，とカナダ政府が主張していたことも紹
介されている。いずれも，裁判所が外国法の有
効性に関わらないための手法であることは裁判
所も認めている。

（３）　レベニュールールに対する批判
ここまで見てきたように，レベニュールール
はその内容を変質させながらも，アメリカ判例
法の中に根付いている。その根拠は，先例の存
在，刑事法とのアナロジー，ならびに他国主権
に対する謙譲および外交に関する権限を担う政
治部門との分立とまとめることができる。
しかしながら，この法理に対する批判もまた

長く存在することも確かである52）。上記の根拠
と対照するものをまず挙げるならば，重商主義
時代のイギリスにおいて成立したという時代的
限定53），現代的な税は制裁としての性格を有し
ていない点，そして外国法の適用結果が公序に
反するか否かを私法関係で審理していることと
の平仄，といったものになろう54）。また，Re-

statementにおいては，レベニュールールを裁
量的なものにすぎないと理解している点も指摘
される55）。
確かに，レベニュールールが成立した時代に
おいては他国の公法的規制によって自国民の商
業活動を無効にすることへの否定的評価が存在
し，その前提が現在の国際通商関係に単純に妥
当するわけではない。もっとも，この批判はレ
ベニュールールの内容の変遷を説明する一要素
となり得ても，Moore事件以降採用されるロ
ジックに対する十分な批判とはいえないのでは
ないか。すなわち，他国主権への謙譲，そして
それを前提に外交関係における権限配分の矩を
守るという根拠から，外国の租税徴収に係る判
断に関わらないとの決断をした法理と理解した
場合，上記批判は当たらない。
ただし，カナダ政府が主張したように，他国
の財政法を考慮の外に置くことが，判断を差し
控える唯一の選択肢ではない。他国主権への謙
譲という側面からは，国家行為理論との不均衡
を指摘するR.J. Reynolds事件での批判は，一
定の説得力を有するように思われる。したがっ
て，Hand判事の採用した理論のもう一つの側
面―外交関係形成における政治部門への謙譲
―が，より大きな意義を有していたと考える
べきではないだろうか。特に，この裁判所の姿

50）　Banco Nacionel de Cuba v. Sabbatino, 376 U.S. 398 （1964）.
51）　すなわち，両者ともに，政治部門に委ねられている外交政策を阻害しないために司法府が謙抑的態度を採用
するというロジックに裏付けられている。

52）　See, e.g., Millinak, supra note 26, 119.
53）　加えて，先例としての弱さも指摘される。Kovatch, supra note 24, at 274.
54）　Barbara A. Silver, Modernizing the Revenue Rule: The Enforcement of Foreign Tax Judgments, 22Ga. J. Int＇ l & Comp. 

L. 609, 613 （1992）.
55）　Restatement （Third） of Foreign Relations Law of the United States § 483 （1987）.
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勢は政治部門の決断により覆し得るものであ
り，相互主義の実現のためには有益な選択とも
評価できる56）。

Ⅱ－１－３．小括
ここで，Ⅱの冒頭で掲げた問題を振り返って
みたい。第一に，条約ポリシーをめぐる議論に
おけるレベニュールールの位置付けについて
は，たしかに行政府・議会の行動をも制約する
実質的根拠を有する判例法理として認識されて
いた時期があるということは言えそうである。
その定立当初においては，外国の刑事法・財政
法から自国民の私権を守り，ひいては通商を活
発化するとの目的が背後にあったものと考えら
れるし，それを適正手続との関係によって説明
する試みも存在した。しかしながら，20世紀
中葉には，外国の租税債権の徴収を禁ずる点に
その核心があるものと認識され，外交関係の構
築を担う政治部門への配慮という点に実質的根
拠が求められるに至る。この理解に立てば，政
治部門をも拘束する原理としてレベニュールー
ルを捉えることは困難となる。
第二は，適正手続とレベニュールールとの関
係であった。仮に外国租税の徴収（共助）にあ
たっても裁判所における聴聞の機会が重視され
るならば，レベニュールールを理由として裁判
所における実体審理を回避することは，論理的
に徴収共助を排除することに帰着することを指
摘した。この問題は，第一のようにレベニュー
ルールを理解するならば，政治部門の判断に委
ねられていることになる（政治部門が許容する
場合には，当然裁判所における実体審理が可能
となる。）。もっとも，徴収において（アメリカ
の）裁判所による聴聞の機会を付与するという

前提は欠くことのできない仕組みなのだろう
か。
例えば，Johnson（1969）は，租税条約に基
づく徴収共助を実現する手法たる２つの可能
性，すなわち司法ルートと行政ルートという２
つの可能性を比較検討するものである。その比
較において，費用面や効率性という観点に基づ
く選択と納税者の手続保障の観点に基づく選択
とが正反対の方向を指し示すことを前提に，そ
の均衡点は相手国の法体系に応じて異なること
を指摘する57）。
また，両者のルート選択は，徴収共助の前提
として行政上の決定で足りると考えるか，それ
とも司法判断を経ていることを要するかという
論点と関連し得ることが指摘されている58）。そ
の論旨としては，課税国（要請国）において司
法審査を経ることにより当該課税国の恣意的な
賦課処分の抑制が図られているのであれば，外
国判決の承認・執行という司法ルートによって
徴収を実現することが素直だというものであ
る。ただし，果たしてそのような対応関係が望
ましいものとして評価されるかは疑問である。
論理的には，他国における司法審査を以てアメ
リカにおける適正手続を満たすものと判断し得
るかは独立に評価されることとなろう。当然な
がら，他国による徴収共助を得るためであった
としても，その与えられる手続保障が適正手続
条項に違反する状態を作出することは許されな
い59）。換言すれば，国際的な文脈における適正
手続の意義は曖昧であるが，正当な理由なしに
国内における徴収に際して保障される程度を下
回ることはできないと一般論としてはいえそう
である60）。そこで，次に，他国租税債権の執行
にあたって適正手続（聴聞の機会）が具体的に

56）　しかしながら，相互主義の判断を政治部門に委ねるには，訴訟の当事者が公的主体か否かによって峻別すれ
ば足り，私人に（他国の公法的規制を免れるという）不当な利益を与える必要はないとの指摘もある。Dodge, 
supra note 16, 226.

57）　Johnson, supra note 19, at 293.
58）　Johnson, et al., supra note 17, at 484.
59）　Id., at 483.
60）　Id.
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どのような位置付けを与えられるべきか考察を
加えることとしたい。

Ⅱ－２．租税条約を通じた徴収共助
Ⅱ－２－１．原則的ポリシー
前述のように，1930年代前半には一般的徴
収共助を許容する租税条約が締結されていたも
のの61），その後のポリシー転換によって，制限
的徴収共助が原則とされるようになっている。
それらを裏付ける根拠とされたのが公の秩序
（Public policy）である62）。
1947年のフランス条約改定にあたって示さ
れた消極的姿勢は，①制限的徴収共助の採用，
および②自国市民への適用を否定するという原
則を形作ることとなった63）。この原則的立場
は，2006年米国モデル租税条約まで一貫して
維持されている。26条７項および８項は次の
ように規定している。

７項　各締約国は，この条約に基づいて他
方の締約国の認める租税の免除又は税率の
軽減が，このような特典を受ける権利を有
しない者によって享受されることのないよ
うにするため，当該他方の締約国が課する
租税を徴収するよう努める。この規定は，
いずれの締約国に対しても，当該締約国の
主権，安全保障に抵触し又は公の秩序に反
することになる行政上の措置をとる義務を
課するものではない。
８項　要請を受けた国は，要請国の代表が
調査対象とされる者の同意を得て行う面接

及び帳簿検査のために当該被要請国に入国
することを認める。

Ⅱ－２－２．例外
しかしながら，1995年の米加租税条約第３
次プロトコールによって，一定の場合には一般
的徴収共助が選択肢となり得ることが示され
た。米加租税条約第27A条により示された仕組
みでは，「最終的に決定された（finally deter-

mined）」租税を対象とするものとされ，また
その税目に制限はない。ただし，被要請国は徴
収義務を負うわけではない（may）ほか，納税
者が個人である場合には，徴収対象となる租税
の課税時期において被要請国の市民であるこ
と，また納税者が法人その他法的主体である場
合には，課税時期において被要請国の法律によ
り成立したものであることを立証したときに
は，徴収共助の対象から除かれることが明らか
にされている。後者は，市民に対する課税権を
留保しているアメリカが，他国の居住地主義課
税を前提に徴収共助を行うことへの躊躇があっ
たと指摘される64）。
もっとも，現在のアメリカの条約ポリシーと
しては，一般的徴収共助規定を許容する方針に
全面的に転換したというわけではない。ALI報
告書で示されたように65），従来の原則を修正す
るにあたっては適正手続と相互主義に関する考
慮が主たる役割を果たすべきという考えに従っ
たものといえよう。ここでは，こうして例外的
に一般的徴収共助規定が採用される指針を知る

61）　国際連盟では1927年には執行共助に関するモデル条約草案が作成され，国際的な執行協力の機運は高まって
いた。大蔵省財務通報部「二重課税及び脱税防止に関する政府専門家会議について」国税庁『国際租税協定関係
の参考資料集』（1951）25頁〔初出，財務通報（昭和４年５月10日）〕。Vitaly S. Timokhov, Collection Assistance-- 

Enforcing Tax Judgements across Borders: How Collection Assistance Can Overcome Limitations of the ‘Revenue Rule’ （Part 

1）, 14 J. Int＇ l Tax＇n 34, 38 （June 2003）.
62）　Id.
63）　このような議会（上院）の消極的姿勢が，レベニュールールの根拠の一つとして挙げられることもある。

Canada, F.2d at 116.
64）　Brian J. Arnold, New Protocol to Canada-U.S. Treaty Addresses Estate Tax Issues, Limitations on Benefits, and Mutual 

Assistance, ９ Tax Notes Int＇ l 859, 863 （19 Sep. 1994）.
65）　The American Law Institute, Federal Income Tax Project, International Aspects of United States Income Taxation II, 

Proposals on United States Income Tax Treaties, May 13, 1991, at 124.
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ことが有益だと思われる。
租税合同委員会（Joint Committee on Taxa-

tion）によれば，他国との間に徴収共助を行う
か否かの「分析は，広範な政策問題の分析とと
もに，当該外国政府の法体系や個人の権利保障
がアメリカのそれと比較して親和的なものかと
いった，当該外国政府の租税の実体的および手
続的な側面の評価と関係する。」とされてい
る66）。Timokhov（2003）は，これをさらに①
締約国が市民および居住者に認めている法的・
手続的保障の同質性，および当該保障が徴税手
続に対して適用されるか否か，②合意した手続
が適正，実効的，かつ効率的に執行されるか否
か，そして③両国が執行共助によって得る潜在
的利益が即時かつ実質的なものであり，コスト
を上回るものとなるか否かという３つの要素に
注目すべきものと敷衍している67）。アメリカの
徴収共助に対する姿勢を分析する上で，この理
解が参考になるものと考える。そして本稿の問
題意識からは，国庫にとって利益があるかとい
う視点（③）ではなく，①の法的要素について
更なる検討を加えることとする。
法的・手続的保障の同質性という観点から
は，修正第５条との関係すなわち聴聞・告知の
機会付与という原則が想起される。同条は，
「何人も，法のデュー・プロセスによらずして
生命，自由もしくは財産を剥奪されない。」と
規定し，行政の行為が財産権や市民の身体の自

由を制限する場合には，一般に裁判所手続類似
の告知・聴聞が要求されている68）。
この視点から詳細な検討を加える文献とし
て，Brown（1989）による議論69）が有益であ
る。彼によれば，一般的徴収共助に消極的な上
院の姿勢は，外国の租税から自国民を守りたい
という欲求に加えて，行政による徴収共助と修
正第５条（適正手続）との関係を問題視するが
故だという70）。その上で，適正手続との関係
は，絶対に越えられない障害というわけではな
いとし，以下のように分析を加える。
合衆国憲法は条約に優位する以上，適正手続
を無視して徴収共助の手続を定めることはでき
ない。従って，ただの情報交換と異なり，現に
財産を強制的に剥奪する行動をとる局面では，
適正手続条項を固守しなければ，実際になされ
た徴収共助が合憲と認められるとは考えられな
い71）。
ただ，すでに争う余地のなくなった租税債権
については，外国において判決を得たことを以
て，適正手続の要求を満たしたと見ることがで
きると指摘する。アメリカの裁判所において，
そのような判決が審理されるならば，当該裁判
所が事物管轄または人的管轄を欠くことを納税
者が立証しない限りは，承認・執行がなされる
こととなろう。
その一方で，行政のみによる徴収共助となる
と，より困難な問題となる。すなわち，行政に

66）　Joint Committee on Taxation, Explanation Of Proposed Protocol To The Income Tax Treaty Between The United States 

And Canada Scheduled for a Hearing Before the Committee on Foreign Relations United States Senate on May 25, at 43 
（May 23, 1995）.
67）　Timokhov, supra note 61, at 39-40.
68）　松井・前掲注21）277頁。
69）　Karen B. Brown, Allowing Tax Laws to Cross Borders to Defeat International Tax Avoidance: The Convention on Mutual 

Administrative Assistance in Tax Matters, 15 Brook. J. Int＇ l L. 59, 94-104 （1989）.
70）　その他の可能性として，①適正手続なしに財産が奪われる可能性，②アメリカの徴収手続を外国租税の徴収
に用いるべきという主張を行う者が少ないこと，③アメリカ政府が他国の政策実現の手段として利用されること
への反対，④徴収を強化することで自由な資本移動を妨げ，徴収のよりルーズな国に逃避してしまうのではない
かという不安が挙げられている。Id., at 95 note 170.

71）　Id., at 97．なお，租税法分野におけるデュー・プロセス理論の展開を分析する邦語文献として，松井茂記「非
刑事手続領域に於ける手続的デュー・プロセス理論の展開（１）～（５）」法学論叢106巻４号21頁・同６号44
頁・107巻１号72頁・同４号62頁・同６号20頁（1980），高木英行「米国連邦税徴収行政における手続的デュー・
プロセス」早稲田法学会誌54巻53頁（2004）参照。
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よる徴収手続は，（事後的に）聴聞の機会が与
えられており，本案で納税者が勝利すれば救済
が与えられることを前提に憲法適合性が認めら
れていると考えられる。そうだとすると，アメ
リカの内国歳入庁によって徴収される外国租税
債権（またはそれに係る判決）に対する実体審
理が遂行される当該外国において，米国内の財
産，権利を強制的に奪われる手続的保障とし
て，アメリカと同等の保護が付与されているこ
とが求められることになる72）。または，外国租
税の徴収にも，アメリカ国内における争訟の機
会を付与することにより，その問題を回避する
（と同時にそれに伴う煩雑さを負担する）こと
になろう73）。
しかしながら，このように論じた上で，

Brown（1989）は，その外国において争訟の機
会（一定程度の適正手続）が与えられているな
らば，必ずしもアメリカの租税を徴収すると同
等の手続を要求する必要はないと述べる74）。そ
の場合アメリカの徴収当局はその外国租税徴収
のための媒体に過ぎず，アメリカにおける徴収
と同等の手続保障を満たす必要はないと主張す
る。
行政による徴収手続が，事後的な聴聞による
保障を前提に憲法適合性が認められているとの
視点は，アメリカの条約ポリシーを理解する上

で有益なように思われる。ただし，それを覆す
ための立論としてBrown（1989）の主張を一般
化することは困難であろう75）。

Ⅱ－２－３．評価
レベニュールールは裁判所を拘束する法原理
であって，政治部門の判断を制約するものでは
ない。そのため，条約によって徴収共助の途を
開くことを妨げるものではない。
しかしながら，条約による徴収共助の可能性
も合衆国憲法の枠内でのみ認められることに注
意しなくてはならない。その視点から，条約相
手国の法的・手続的保障に注目する現在の条約
ポリシーは説明できるかもしれない。アメリカ
におけると同等の手続的保障が課税国において
付与されていれば足り，必ずしもアメリカの裁
判所において実質再審の可能性が開かれている
必要はないという理解に立つものと捉える可能
性である76）。
また，一つの仮説として，租税条約の発展・
解釈が国内法（憲法）と同様の柔軟性を有して
はいない点も意味を持ち得るように思われる。
ある一時点における保障を条約によって固定化
することで，その後の判例法理の発展を手続に
反映させる可能性を摘み取ってしまう。この点
の調整をいかに図るかは問題であろう。

72）　Id., at 98.
73）　例えば，OECD共助条約の批准の検討に際して，条約に基づく情報提供の要請があった場合には関係する納
税者にその旨通知し，それに異議を提出する機会を付与する措置を導入することを財務省・内国歳入庁が表明し
たように，納税者に一定のセーフガードを与えるべきとの議論が導かれる。See Bruce Zagaris, Exchange of Tax In-

formation Policies at the Millennium: Balancing Enforcement with Due Process and International Human Rights （2001）.  
〈 http://www.freedomandprosperity.org/zagaris2.PDF〉
74）　Id., at 99-100.
75）　例えば，外国徴収当局の媒体と認めるためには，事前にその対象範囲が具体的に特定されている必要がある
ように思われる。

76）　適正手続条項の適合性については，①公権力行使によって影響を受ける利益，②用いられる手続による過誤
の可能性および付加的・代替的な手続が持ち得る価値，そして③追加的手続による負担の増大や迅速に決定を下
すことによる利益，といった要素を衡量して判断がなされることになる。See Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 
（1976）.
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以上見てきたように，レベニュールールの内
容および位置付けは，時代の変化に伴い変質を
している。その現代的意義は，国家機関の一つ
である裁判所の行動を規律する法理にすぎず，
より普遍的な権利・仕組みと関連して理解され
ているわけではない。ただし，政治部門の権限
において締結される条約については，（国庫に
利益をもたらすかという視点とあわせて）納税
者の手続保障の関係からの制約が存在する。
この制約はわが国にも同様にあてはまり，執
行共助（徴収共助）を拡大するためには，租税
の賦課・徴収に及ぶ適正手続（憲法31条）保
障77）との整合性を図る必要がある。例えば，
要請国（課税国）における手続保障が，わが国
憲法の求める適正手続の水準に達しないにも拘
らず徴収共助規定を設ける場合には，納税者の
争訟の機会を確保するため一定のセーフガード
または補完的な手続を用意することが必要にな
るとの議論も成立するのではないか。その当否
を判断する前提として，わが国における賦課・
徴収手続に保障される「適正」さの内容を明ら
かにすることが課題となろう。
なお，この点のみでは，先述の石黒教授の問
題意識に十分に応えるものではない。条約に基
づく徴収共助制度が共助対象たる課税の対象お
よび内容を相手国に白紙委任するものだという
主張は，アメリカの議論の中に直接発見するこ
とはできなかった。ここに，執行管轄権の問題

を軽視するアメリカの姿勢を見て取ることも可
能ではある78）。しかしながら，そもそも他国が
その立法管轄権の（国際法上正当な）範囲内に
おいて79）制定した租税法に関して，委任立法
と類似した関係を見出すことは妥当なのだろう
か。
たしかに，わが国憲法において，納税義務を
成立させる法規範（課税要件）と租税の賦課・
徴収の手続を定立する権限は国会（法律）にの
み与えられている（84条）。この課税要件法定
主義と，他国の（正当な）立法管轄権によって
成立する納税義務をわが国公権力により強制的
に実現する局面とは，まったく同視されるもの
なのだろうか。個人の自由領域（財産権）を侵
害するにあたっては国民代表（国会）による同
意を経なければならない（いわゆる「代表なけ
れば課税なし」）という租税法律主義の中核か
らすれば，何らかの形で国会の関与が必要なこ
とは間違いない。本稿の分析の範囲を超える
が，これが条約承認の手続で足りるか，それと
もより具体的な同意が求められるのかは慎重に
検討しなければならない80）。
また，このような問題意識は，執行共助の進
展に伴って指摘される懸念との関連性も意識さ
せる。例えば，Cockfield（2007）は，国際的
な情報交換の進展に対する懸念を，経済的懸念
と社会的懸念，そして政治的懸念の３つに整理
する（次表参照）。その中には，これまで行っ

77）　最判平成４年７月１日民集46巻５号437頁参照。金子宏『租税法〔第13版〕』（弘文堂，2008）74頁は，「租税
の賦課・徴収は公権力の行使であるから，それは適正な手続で行われなければならず，またそれに対する争訟は
公正な手続で解決されなければならない。」と述べ，公正な争訟による解決の機会が付与されていることも（租
税法律主義の一内容たる）手続的保障原則から要請されることを示唆している。

78）　石黒・前掲注13）507頁。
79）　もちろん当該他国以外の国の領域内で執行管轄権を行使することは，当該国の同意がない限り排除される。
注１）参照。

80）　その際には，刑事執行共助における「双方可罰性」要件が参考になるかもしれない。石黒・前掲注13）505頁。

Ⅲ．結びにかえて
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てきた分析とは視点が異なるものの，有益な示
唆を含んでいるように思われる。それは，政治
的懸念，とりわけ民主過程からの遊離という要
素であり，具体的には，OECDのような国際機
関において決定される事項が増加し，各国民の
民主過程からの距離が遠のくことによって，い
わゆる「民主主義の赤字」（democratic de�cit）
が生じ，民主主義的な価値が蔑ろにされるとい
う懸念である81）。
同じく，国際課税においてしばしば持ち出さ
れる「主権」概念に付与されている意味を分析
する試みとして，Ring（2008）がある82）。こ
れは，特に国際機関への権限移譲における（租
税法分野での）言説・議論を広範に取り上げる
ものであるが，その含意の一つとして，民主的
側面（民主的説明責任／民主的正統性）に注目
した言説があることが指摘される83）。すなわ
ち，国際機関等への権限移譲によって治者と被
治者の乖離が生ずるとともに，移譲先組織への
関与のあり方（ガヴァナンス）を問題視する言
説として主権への注意が提起されるというので
ある。
ここでは問題提起のみにとどめるが，「私人

の立場」に立った考察84）では汲み取れない，
より大きな文脈に位置付けた検討が必要なよう
に思われる。
最後になるが，Timokhov（2003）は，ヨー
ロッパ諸国が採用するアプローチとの乖離を指
摘する。すなわち，ヨーロッパにおいては，必
ずしも税制・法制が十分に発展していない途上
国・移行国とも徴収共助規定を含む租税条約を
締結する傾向が見られると指摘する85）。
Timokhov（2003）は，それらの国において租
税法を刑事法よりも純粋に行政法の一つとして
捉える姿勢が強いという点，および透明性を欠
く資本輸入国という側面を有する（途上）国を
利用した脱税への警戒感があるとの分析を示
す86）。また，途上国が同規定を濫用し，制裁的
または政治的な意図から課税を行う可能性を認
識しつつも，そのような課税が資本輸入への阻
害要因となることを踏まえれば，現実には起こ
りがたいことを指摘している。徴収共助に消極
的な姿勢を示すアメリカとヨーロッパのアプ
ローチとを分ける要因は何か，さらなる検討が
必要である。

81）　Arthur Cock�eld, A Law and Technology Perspective on Enhanced Cross-Border Tax Information Exchange, 20 （2007）.
82）　Diane Ring, What’s at Stake in the Sovereignty Debate?: International Tax and the Nation-State, Virginia Journal of In-

ternational Law, Vol. 49, 2008.
83）　その第二は，地方分権・対地方（州）関係への注意喚起であり，第三は，競合する主権（課税高権）相互の
衝突（税収配分，税を通じた社会・経済政策）に焦点を当てるものとして現れる。

84）　石黒・前掲注13）504頁。
85）　例えば，オランダは2000年前後にアルメニア，ベラルーシ，クロアチア，エジプト，エストニア，カザフス
タン，ラトヴィア，リトアニア，マケドニア，ロシア，ウクライナ，ウズベキスタン，ベネズエラといった国々
と徴収共助規定を含む租税条約を締結している。Timokhov, supra note 61, at 42.

86）　Id., at 42.

表１
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85

Timokhov, supra note 
61, at 42. 
86 Id., at 42. 
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